
決
定
内
容

決
定
内
容

項　　　目
個人情報の開示請求

全部開示
一部開示
不開示
存否応答拒否

不服申し立て

件　数
28
28
０
０
０
０

項　　　目
公文書の開示請求

全部開示
一部開示
不開示
存否応答拒否

不服申し立て
不服申し立てに対する決定または裁定

件　数
19
12
６
１
０
１
０

住宅名

大瀬住宅

向ヶ丘住宅
（公営）
向ヶ丘住宅
（改良）
芝童森住宅

上町住宅

住吉町住宅

募集戸数

8戸（2LDK）

4戸（3DK）

10戸（3DK）

2戸（3DK）

1戸（2DK）※

1戸（2LDK）

単身者入居

不可

不可

不可

不可

不可

不可

所在地

字大瀬儘下

落合字
中大野台

字寿域長根

上町

住吉町

https://www.city.noshiro.lg.jp

市役所からのお知らせ
□ 本庁舎（代表☎52-2111）
　 〒016-8501 能代市上町1─3
□ 二ツ井町庁舎（代表☎73-2111）
　 〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1─1 

誰
も
が
個
性
や
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
へ

６
月
は
秋
田
県
男
女
共
同

　
　
参
画
推
進
月
間
で
す

　
６
月
は
秋
田
県
男
女
共
同
参
画

推
進
月
間
で
す
。
ま
た
、
６
月
23

日
㈫
〜
29
日
㈪
は
国
の
男
女
共
同

参
画
週
間
で
す
。
性
別
や
年
齢
に

か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
自
ら
の
意

思
で
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を

発
揮
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
た
め

に
は
、
一
人
ひ
と
り
の
取
り
組
み

や
意
識
改
革
が
必
要
で
す
。
人
権

を
尊
重
し
合
い
、
対
等
な
立
場
で
、

男
女
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
合
せ
　
市
民
活
力
推
進
課

 

☎
89
・
２
１
４
８

子
ど
も
の
発
達
や
行
動
に
つ
い
て

就
学
や
教
育
に
関
す
る

　 

相
談
会
を
行
い
ま
す

期
日
　
前
期
　
８
月
20
日
㈭

　
　
　
　
　
　
８
月
21
日
㈮

　
　
　
後
期
　
９
月
28
日
㈪

※

時
間
は
申
し
込
み
後
に
調
整
し
て

　
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

場
所
　
市
役
所
本
庁
舎

対
象
　
来
年
度
就
学
予
定
ま
た
は

　
小
中
学
校
に
在
学
中
の
子
ど
も

　
の
保
護
者
（
お
子
さ
ん
の
来
場

　
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

申
し
込
み
　
前
期
は
７
月
31
日
㈮

　
ま
で
に
、
後
期
は
８
月
31
日
㈪

　
ま
で
に
電
話
ま
た
は
直
接

問
合
せ
　
学
校
教
育
課

 

☎
73
・５
２
８
１

令
和
３
年
度
の
教
科
書
見
本
を
展
示

教
科
書
展
示
会
を
行
い
ま
す

日
時
　
６
月
12
日
㈮
〜
27
日
㈯

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

※

６
月
14
日
㈰
、
21
日
㈰
は
休
み

場
所
　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム  

　

問
合
せ
　
北
教
育
事
務
所
山
本
出

　
張
所 

☎
52
・
３
３
６
９

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

新
規
学
校
卒
業
者
の
早
期

 

求
人
確
保
を
お
願
い
し
ま
す

　
６
月
１
日
か
ら
来
春
の
高
卒
者

を
対
象
と
し
た
求
人
受
付
が
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
企
業
の
将
来
を
担

う
人
材
の
確
保
と
若
年
者
の
地
元

就
職
に
よ
る
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
の
た
め
、
早
期
の
求
人
提
出
に

よ
り
学
生
・
生
徒
へ
企
業
情
報
や

採
用
情
報
を
発
信
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
内
に
事
業
所

相
談
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
、
高
卒

者
の
採
用
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
能
代

 

☎
54
・７
３
１
１

●
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談 

　
日
常
生
活
の
困
り
事
や
心
配
事

な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時
　
６
月
24
日
㈬

　
　
　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
所
　
能
代
市
社
会
福
祉
協
議
会

定
員
　
５
人

申
し
込
み
　
事
前
に
電
話
で

問
合
せ
　
同
協
議
会

 

☎
89
・
６
０
０
０

●
秋
田
働
き
方
改
革
推
進
支
援

　
　
　
　
セ
ン
タ
ー
出
張
相
談
会 

　
労
務
管
理
全
般
の
相
談
や
雇
用

関
係
の
助
成
金
活
用
な
ど
に
つ
い

て
社
会
保
険
労
務
士
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。

日
時
　
６
月
24
日
㈬

　
　
　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

場
所
　
市
役
所
本
庁
舎
２
階
相
談
室

申
し
込
み
　
前
日
ま
で
に
電
話
で

問
合
せ
　
同
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
・
６
９
５
・７
８
３

　
☎
０
１
８
・
８
６
５
・５
３
３
５

●
多
重
債
務
相
談
　

　
借
金
を
抱
え
、
お
悩
み
の
方
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
者
の
状

況
を
聞
き
、
必
要
に
応
じ
て
弁
護

士
や
司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家
に

引
継
ぎ
も
行
い
ま
す
。

相
談
窓
口
　
東
北
財
務
局
秋
田
財

　
務
事
務
所
理
財
課
（
秋
田
市
山

　
王
７
丁
目
１-

４
）

時
間
　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
正

　
午
／
午
後
１
時
〜
４
時
30
分

問
合
せ
　
同
事
務
所
理
財
課

　
☎
０
１
８
・
８
６
２
・
４
１
９
６

向
能
代
金
山
墓
地
公
園

墓
地
の
使
用
者
を
募
集
し
ま
す

名
称
　
向
能
代
金
山
墓
地
公
園

所
在
地
　
向
能
代
字
平
影
野
２-

２

総
区
画
数
　
６
３
６
区
画

区
画
面
積
　
２
・
25
㎡
／
１
区
画

　（
１
・
５
ｍ×

１
・
５
ｍ
）

募
集
区
画
　
５
区
画

永
代
使
用
料
　
10
万
円
／
１
区
画

　（
一
括
納
入
）

管
理
手
数
料
　
年
額
２
１
０
０
円

　
／
１
区
画

使
用
資
格
　
市
内
に
住
所
ま
た
は

　
本
籍
が
あ
る
方

留
意
事
項

市 政
トピックス

　5月26日、日本海中部地震に
よる、津波や地震の犠牲者を追悼
するため齊藤市長が大森山の津波
慰霊碑へ献花を行いました。昭和
58年の発生から37年を迎えた日
本海中部地震。災害の記憶を風化
させることなく、この機会に皆さ
んも防災について考え、命を守る
ための備えを心掛けましょう。

５月分市長交際費　総務課☎89-2112
５月分の支出はありません令和元年度公文書と個人情報の開示状況自筆証書遺言書保管制度

のご案内
秋田地方法務局能代支局☎54-4111

情報公開制度
　市政に対する市民の理解と信頼を確保し、行政の
説明責任を果たすための制度です。市が保有してい
る文書などの閲覧やコピーを請求できます。原則公
開と個人情報の保護を基本とし、市政情報の的確な
提供に努めています。

　遺言者の意思に従った適切な遺産分配を行い、相
続手続きを円滑にするため、自筆証書遺言書保管制
度が設けられました。制度の利用手続きには予約や
申請書類が必要ですので、詳しくは法務省のホーム
ページをご覧いただくかお問い合わせください。

自筆証書遺言書って…？
　軽易な方式の遺言書で、相続内容を自分の字で記
載した遺言書を指します。

この制度で何が変わるの…？
◎これまでは
　自筆証書遺言書は自宅で保管される場合が多く、
遺言書の紛失や相続人による廃棄や改ざんなどで遺
言内容をめぐる紛争が生じることがありました。
◎これからは
　遺言書を法務局で保管することができるようにな
り、紛争リスクの軽減や遺言者のプライバシーの保
護が可能となり、相続手続きをより円滑に行うこと
ができます。

個人情報保護制度
　個人情報の適正な取り扱いを確保するための制度
です。市民は、自分自身に関する情報の開示を求め
たり、その情報に事実の誤りがある場合には訂正を
求めることができます。

能代市の人口(４月末現在)
人　口　 51,822人　　（－72）
　男　　23,958人　　（－26）
　女　　27,864人　　（－46）
世帯数　 24,282世帯　（＋26）

（  

）は
前
月
比

●
墓
地
は
、
土
地
を
譲
渡
す
る
の

　
で
は
な
く
永
代
使
用
す
る
権
利

　
を
譲
渡
す
る
も
の
で
す
。
譲
渡

　
や
転
貸
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
墓
地
を
返
還
し
た
場
合
で
も
、

　
永
代
使
用
料
や
管
理
手
数
料
は

　
返
還
し
ま
せ
ん
。

申
し
込
み
　
６
月
17
日
㈬
〜
７
月

　
３
日
㈮
の
間
に
申
込
書
を
提
出

抽
選
日
時
　

　
７
月
７
日
㈫
午
後
２
時
〜

※

受
付
は
午
後
１
時
30
分
〜

抽
選
場
所
　

　
市
役
所
本
庁
舎
会
議
室
８

問
合
せ
　
環
境
衛
生
課
　
　
　
　 

 

☎
89
・
２
１
７
４

　市政情報については、行政情報コーナー（本庁舎１階）、
または市ホームページをご利用ください。
　　　　　　　　　　　 問合せ　地域情報課☎89-2146

※訂正、削除、中止の請求や苦情の申し出はありませんでした。
※令和元年度末における市の個人情報取扱事務件数は、494件です。

７/10
開始

遺言書ほかんガルー

あなたの
大切な遺言書を
守ります

ネギにも花が咲くって知ってた？冬を越したネギは暖かくなる５月ごろからネギの葉のてっぺんに白くて
丸い種の塊ができるの。これを「ネギ坊主」と呼ぶのよ。私の前掛けと靴にもついてるわ♪

制度の詳細は
こちらから➡

※市長交際費については、市のホームページ（市長室）や市
役所本庁舎行政情報コーナー、二ツ井町庁舎１階総務企
画課でご覧いただけます。

談
相
料
無

市営住宅入居者募集
　詳しくは、都市整備課、地域局建設課で募集案
内をご覧ください。募集案内は市ホームページに
も掲載しています。

※60歳以上の方。他に同居親族に条件あり。
入居資格　住宅に困っていることが明らかなこと
　／世帯の所得が基準以下であること／連帯保証
　人（１人）がいること　など
敷金　家賃月額の３カ月分
募集期間　６月18日㈭まで
問合せ　都市整備課　☎89-2194
　　　　地域局建設課☎73-5300
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